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講
ず
べ
き
措
置

s

美
容
所
に
つ
い
て
講
ず
べ

き
措
置

d

美
容
所
以
外
の
場
所
で
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場

合

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
の
衛
生
措
置

の
基
準
に
関
す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な

衛
生
措
置
を
定
め
る
。

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
旅
館
業
に
関
す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
旅
館
業
法
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
旅
館
業
に
関
し
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

宿
泊
者
の
衛
生
に
必
要
な

措
置
等
の
基
準

s

営
業
者
の
遵
守
事
項

d

ホ
テ
ル
営
業
、
旅
館
営
業
、

簡
易
宿
所
営
業
お
よ
び
下
宿

営
業
の
施
設
に
係
る
構
造
設

備
の
基
準

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置

お
よ
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関

す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
公
衆
浴
場
法
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
公
衆
浴
場
に
関

し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

普
通
公
衆
浴
場
お
よ
び
そ

の
他
の
公
衆
浴
場
の
定
義

s

普
通
公
衆
浴
場
の
設
置
場

所
の
配
置
の
基
準

d

普
通
公
衆
浴
場
お
よ
び
そ

の
他
の
公
衆
浴
場
の
営
業
者

が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

衛
生
お
よ
び
風
紀
に
必
要
な

措
置
等
の
基
準

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
墓
地
等
の
構
造
設
備
お
よ
び
管

理
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る

法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

墓
地
、
納
骨
堂
お
よ
び
火
葬
場
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

墓
地
等
の
設
置
場
所
お
よ

び
構
造
設
備
の
基
準

s

墓
地
等
の
管
理
者
が
講
ず

べ
き
措
置

d

墓
地
等
を
経
営
し
よ
う
と

す
る
者
等
の
申
請
に
係
る
事

前
手
続

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報
酬
お

よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

組
織
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整

備
す
る
。

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
職
員
定
数
条
例

行
財
政
の
見
直
し
に
伴
い
、
職

平
成
２４
年
第
１
回
定
例
会
は
、
2
月
２２
日

か
ら
3
月
２３
日
ま
で
の
３１
日
間
の
会
期
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

区
長
か
ら
、「
理
容
業
に
関
す
る
条
例
」
な

ど
の
議
案
が
、
議
員
よ
り
「
第
３２
回
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
第
１６
回
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
東
京
招
致
に
関
す
る
決
議
」

案
が
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
、
慎
重
審
議
の
結

果
、
次
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
理
容
業
に
関
す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
理
容
師
法
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
理
容
の
業
に
関
し

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

理
容
の
業
を
行
う
場
合
に

講
ず
べ
き
措
置

s

理
容
所
に
つ
い
て
講
ず
べ

き
措
置

d

理
容
所
以
外
の
場
所
で
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場

合

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
美
容
業
に
関
す
る
条
例

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
、
美
容
師
法
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
美
容
の
業
に
関
し

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

〔
規
定
す
る
主
な
事
項
〕

a

美
容
の
業
を
行
う
場
合
に

第
１
回
定
例
会
の
議
案

第
１
回
定
例
会
の
議
案
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平成24年第1回定例会

条
例
（
一
部
改
正
）

条
例
（
新
規
）

員
の
定
数
上
の
措
置
を
行
う
。

〔
現
　
行
〕

２
千
523
人

〔
改
正
後
〕

２
千
497
人

（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
は
、

70
人
を
限
度
と
し
て
定
数
外
と
す

る
。）

施
行
期
日
　
平
成
24
年
４
月
１
日

▼
地
域
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
関
す

る
条
例

荏
原
第
三
地
域
セ
ン
タ
ー
お
よ

び
荏
原
第
五
地
域
セ
ン
タ
ー
の
位

置
を
変
更
す
る
。

〔
荏
原
第
三
地
域
セ
ン
タ
ー
〕

現
　
行
　
平
塚
三
丁
目９

番
１
号

改
正
後
　
平
塚
一
丁
目13

番
18
号

〔
荏
原
第
五
地
域
セ
ン
タ
ー
〕

現
　
行
　
二
葉
一
丁
目３

番
37
号

改
正
後
　
二
葉
一
丁
目１

番
２
号

施
行
期
日
　
荏
原
第
三
地
域
セ
ン

タ
ー
の
位
置
を
変
更
す
る
改
正
規

定
は
平
成
24
年
８
月
６
日
、
荏
原

第
五
地
域
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
変

更
す
る
改
正
規
定
は
平
成
24
年
９

月
３
日

▼
区
立
区
民
集
会
所
条
例

荏
原
第
三
区
民
集
会
所
お
よ
び

荏
原
第
五
区
民
集
会
所
の
位
置
を

変
更
す
る
。

〔
荏
原
第
三
区
民
集
会
所
〕

現
　
行
　
平
塚
三
丁
目９

番
１
号

改
正
後
　
平
塚
一
丁
目13

番
18
号

〔
荏
原
第
五
区
民
集
会
所
〕

現
　
行
　
二
葉
一
丁
目３

番
37
号

改
正
後
　
二
葉
一
丁
目１

番
２
号

施
行
期
日
　
荏
原
第
三
区
民
集
会

所
の
位
置
を
変
更
す
る
改
正
規
定

は
平
成
24
年
８
月
６
日
、
荏
原
第

五
区
民
集
会
所
の
位
置
を
変
更
す

区
長
提
案

区
長
提
案

平成24年第1回定例会

3月31日付で「品川区議会みんなの党」から解散届

が、4月1日付で「品川区議会自民党」および「無所属

品川」より会派構成員の変更届がありました。また、

「無所属品川」の会派名は「みんな・無所属品川」に

変更になりました。

所属に変更のあった議員は、次のとおりです。

品川区議会自民党
渡部　　茂（旧・無所属品川）

みんな・無所属品川
原　　浩三（旧・品川区議会自民党）
大西　光広（旧・品川区議会みんなの党）
吉田あつみ（旧・品川区議会みんなの党）

会派の変更がありました


